
積算基準 土木

現場中間検査 不要

工場等派遣中間検査 不要

樹木保険加入 不要

チェック欄

工　 事　 設　 計　 書
事　 業　 年　 度 令和 8年度

設　 計　 年　 月 令和　年　月

予　 算　 科　 目 款 項 目 節

工　 事　 場　 所 西部土木みどり事務所管内全域

路線名又は河川名等

工　　 事　　 名 （単価契約）人力浚渫工事（西部土木みどり事務所）
人力浚渫A

工　　　　　　期 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

事　業　課（所）名 西部土木みどり事務所 単 価 使 用 年 月 令和　年　月

工　 事　 番　 号 歩 掛 適 用 年 月 令和　年　月

変　 更　 回　 数 基 準 適 用 年 月 令和　年　月

主　　 工　　 種 単　 価　 地　 区

前　払　金　支　出 調　 整　 区　 分

京都市  建設局

京都市



工 事 概 要
人力浚渫A m3 12    

施 工 理 由 本工事は、水路等の土砂が堆積した箇所について、人力による浚渫を行うことにより、流水機能の回復及び地域
の環境改善を推進するものである。

設計額
金額 増減額

請負額
金額 増減額

工　　　事　　　費
前回

今回

 円

 円
 円

 円

 円
 円

内 工　事　価　格
前回

今回

 円

 円
 円

 円

 円
 円

訳 消費税相当額
前回

今回

 円

 円
 円

 円

 円
 円

支　 給　 品　 費
前回

今回

 円

 円
 円

円

円
円

京都市  建設局
京都市



積算参考資料（間接費補正一覧）
単  価  使  用  年  月 2025年12月

歩  掛  適  用  年  月 2025年12月

基  準  適  用  年  月 2025年12月

単 　  価 　  地 　  区 2601:Ⅰ地区

調 　  整 　  区 　  分 単独工事

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種 13:道路維持工事

施 工 地 域 等 補 正 大都市（２） 1.5

I C T 施 工 補 正 補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正 補正なし 1.00

現場管理費

施 工 地 域 等 補 正 大都市（２） 1.2

I C T 施 工 補 正 補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正 補正なし 1.00

一般管理費

前払金支出割合による補 正 前払金対象外 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正 補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率 補正しない 0.00%

京都市





設計内訳書（本01）
工事名 （単価契約）人力浚渫工事（西部土木みどり事務所）

人力浚渫A
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路維持

式 1    

道路清掃工

式 1    

排水施設清掃工

式 1    

掘削　
（側溝浚渫）

土砂、現場制約あり

m3 12    

人力積込　 土砂

m3 12    

土砂等運搬　 現場制約あり,人力,土砂,（岩塊・玉石混り土含
む）,DID区間有り,23.0㎞以下

m3 12    

残土等処分　

m3 12    

側溝蓋撤去・設置　 40㎏以上80㎏以下

枚 76    

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 交通誘導警備員B,昼間

人日 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

京都市- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 （単価契約）人力浚渫工事（西部土木みどり事務所）

人力浚渫A
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

京都市- 2 -



積算基準 土木

現場中間検査 不要

工場等派遣中間検査 不要

樹木保険加入 不要

チェック欄

工　 事　 設　 計　 書
事　 業　 年　 度 令和 8年度

設　 計　 年　 月 令和　年　月

予　 算　 科　 目 款 項 目 節

工　 事　 場　 所 西部土木みどり事務所管内全域

路線名又は河川名等

工　　 事　　 名 （単価契約）人力浚渫工事（西部土木みどり事務所）人力浚渫B

工　　　　　　期 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

事　業　課（所）名 西部土木みどり事務所 単 価 使 用 年 月 令和　年　月

工　 事　 番　 号 歩 掛 適 用 年 月 令和　年　月

変　 更　 回　 数 基 準 適 用 年 月 令和　年　月

主　　 工　　 種 単　 価　 地　 区

前　払　金　支　出 調　 整　 区　 分

京都市  建設局

京都市



工 事 概 要
人力浚渫工B m3 13    

施 工 理 由 本工事は、水路等の土砂が堆積した箇所について、人力による浚渫を行うことにより、流水機能の回復及び地域
の環境改善を推進するものである。

設計額
金額 増減額

請負額
金額 増減額

工　　　事　　　費
前回

今回

 円

 円
 円

 円

 円
 円

内 工　事　価　格
前回

今回

 円

 円
 円

 円

 円
 円

訳 消費税相当額
前回

今回

 円

 円
 円

 円

 円
 円

支　 給　 品　 費
前回

今回

 円

 円
 円

円

円
円

京都市  建設局
京都市



積算参考資料（間接費補正一覧）
単  価  使  用  年  月 2025年12月

歩  掛  適  用  年  月 2025年12月

基  準  適  用  年  月 2025年12月

単 　  価 　  地 　  区 2601:Ⅰ地区

調 　  整 　  区 　  分 単独工事

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種 13:道路維持工事

施 工 地 域 等 補 正 大都市（２） 1.5

I C T 施 工 補 正 補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正 補正なし 1.00

現場管理費

施 工 地 域 等 補 正 大都市（２） 1.2

I C T 施 工 補 正 補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正 補正なし 1.00

一般管理費

前払金支出割合による補 正 前払金対象外 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正 補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率 補正しない 0.00%

京都市





設計内訳書（本01）
工事名 （単価契約）人力浚渫工事（西部土木みどり事務所）人力浚渫B 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路維持

式 1    

道路清掃工

式 1    

排水施設清掃工

式 1    

掘削　
（側溝浚渫）

土砂,現場制約あり

m3 13    

人力積込　 土砂

m3 13    

土砂等運搬　 現場制約あり,人力,土砂（岩塊・玉石混り土含む
）,DID区間有り,23.0㎞以下

m3 13    

残土等処分　

m3 13    

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 交通誘導警備員B,昼間

人日 2    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

京都市- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 （単価契約）人力浚渫工事（西部土木みどり事務所）人力浚渫B 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

京都市- 2 -
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特 記 仕 様 書 

 

工 事 名：（単価契約）人力浚渫工事（西部土木みどり事務所） 

工事場所：西部土木みどり事務所管内全域 

契約期間：令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 

 

 

（適   用） 

第１条 本特記仕様書は、京都市が施工する上記工事（以下「工事」という。）

に適用する。 

 

（工事の施工） 

第２条 工事は、単価契約工事指示書（様式－１）（以下「指示書」という。）

監督職員の指示、本特記仕様書、京都市土木工事共通仕様書（以下「共通

仕様書」という。令和7年8月改正）等に基づき施工しなければならない。 

 

（工事の範囲） 

第３条 工事の範囲は、指示書によるものとする。 

 

（現場の常駐） 

第４条 受注者又は受注者が契約の履行に関する一切の事項を処理する権限を委

任したもの（以下「現場代理人」という。）は、現場に常駐し、工事に関

する一切の事項を処理しなければならない。 

 

（契 約 単 価           ） 

第５条 単位当たりの契約単価は、工事原価に一般管理費を加えた工事の施工に

必要な適正工事価格に消費税及び地方消費税相当額を加算した単価とする。 

 なお、工事原価は、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費を含むもの

とする。 

 

（前払金及び中間金） 

第６条 前払金及び中間金の請求は、認めないものとする。 

 

（工   期） 

第７条 工期は、指示書に明記する。 

  ２ 発注者が特に指示する災害、その他緊急を要するものにあっては、祝祭

日、休日、年末年始及び夜間においても作業を行わなければならない。 
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（工   種） 

第８条 工事に用いる浚渫
しゅんせつ

工種は、次表によるものとする。 

  ２ 前項に規定する工種のうち、人力浚渫
しゅんせつ

工Ａ及び人力浚渫
しゅんせつ

工Ｂは、粗粒土

又は細粒土の浚渫
しゅんせつ

にのみ適用するものとし、汚泥（産業廃棄物）と判断さ

れるような泥状の高有機質土等の浚渫
しゅんせつ

には適用しない。 

 

（建設発生土を処分する場合） 

第９条 京都市が指定する建設発生土受入施設一覧（別紙）に記載されている受 

入施設に搬出すること。 

２ 建設発生土受入施設一覧は随時更新されるため、必ず施工実施時の最新 

版を確認すること。 

３ 受注者は、土質性状、搬出時期等の条件を受入施設に事前確認を行うこ 

と。 

４ 受注者は、受入施設への搬出確認のため、受入施設が発行する伝票を発 

注者に提示すること。 

 

（工事の完成報告） 

第10条 受注者は、工事の完成後、発注者に、次の書類を提出し、工事の完成報

告をしなければならない。 

(1)完成通知書・・・・・１部（様式―２） 

(2)単価契約工事記録写真帳（様式－３） 

（以下「記録写真帳」という。）・・・・・１部 

２ 出来形数量は、小数第３位以下を切り捨てた数値とする。ただし、出来

形数量が小数第２位に満たない場合は、有効数位第１位の数量を出来形数

量とする。 

 

（工事の記録写真） 

第11条 受注者は、工事の状況及び成果を明らかにするため、次の写真を記録写

真帳に貼付し、提出しなければならない。 

   (1) 同一地点から撮影した工事着手前及び工事完成後の全景写真を各１葉 

   (2) 工事の過程を撮影した写真を１葉以上 

    なお、特に必要のある場合、発注者が別に指示する写真を提出しなけれ

ばならない。 

  ２ 写真の形状寸法は、サービス・サイズ（ 7.5×10.5㎝）程度を標準とし、

記録写真帳の上段に工事着手前、中段に工事完成後及び下段に工事過程を

 

 
工  種 内    容 

 

 

人力浚渫
しゅんせつ

工Ａ 人力による管きょ又は暗きょ内の浚渫
しゅんせつ

工事をいう。 

人力浚渫
しゅんせつ

工Ｂ 人力による開きょ部の浚渫
しゅんせつ

工事をいう。 
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示す写真の順序で貼りつけるものとする。 

３ 写真撮影に当たっては、「土木請負工事必携」の「写真管理基準」の

「写真撮影の共通事項」に示す黒板に必要事項を記入して、これを含めて

撮影しなければならない。 

 

（工事の現場管理） 

第12条 受注者は、工事中、常に最善の現場管理を行い、工事に関する一切の事

項を処理しなければならない。 

  ２ 工事現場に水路管理施設又は水利権者の管理施設等がある場合、当該施

設の管理者と協議の後、工事に着手しなければならない。また、工事の完

了後、第10条に規定する完成報告をする前に、当該施設の管理者の承認を

得なければならない。 

  ３ 浚渫
しゅんせつ

土は、適切に搬出しなければならない。また、その際、道路の洗浄

等必要な処置をとらなければならない。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第13条 受注者は、工事の施工に当たり、善良な管理者としての注意義務を怠っ

たことにより、第三者に損害を及ぼしたときは、その一切の責任を負担し

なければならない。 

 

（交通の安全確保） 

第14条 受注者は、工事の施工に当たり、「土木請負工事必携」の「道路工事現

場における標示施設等の設置基準」及び「道路工事保安施設設置基準」に

より、保安施設を十分に設置し、常に、工事現場の安全管理の確保に努め

なければならない。 

  ２ 一般交通に支障をきたす場合は、必ず交通誘導警備員を常駐させなけれ

ばならない。 

  ３ 道路を通行止めする場合においても、歩行者が安全に通行できるよう、

幅１．０ｍ以上（特に、歩行者の多い箇所においては１．５ｍ以上。）の

通路を確保し、歩行に危険のないよう処置しなければならない。 

 

（検   査） 

第15条 発注者が受注者から工事の完成報告を受けたとき、検査職員は、このこ

とを確認するための完成検査を実施する。当該検査の結果については、完

成検査結果通知書（様式５）を交付する。 

  ２ 受注者又は現場代理人は、完成検査に必ず立会わなければならない。 

 

  ３ 検査の結果、検査職員が工事の手直しを要すると認めたときは、手直し

工事指示書（様式６）に所要事項を記入のうえ受注者に交付する。この場

合において、受注者は、その指示に従い、手直し工事を実施しなければな
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らない。 

 

（請負代金の請求） 

第16条 請負代金は、１か月ごとに精算するものとする。 

  ２ 受注者は、毎月末までに、１か月間に完成した工事の請負代金に対する

請求書（支出命令書）等を提出しなければならない。 

 

（雑   則） 

第17条 この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者及

び受注者が別に協議する。 
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別紙 

 



西部土木事務所管内図
　（単価契約）人力浚渫工事（西部土木みどり事務所）　
　　　　　　　　　　箇所図


